
㊨̀
議
案
第
六
十
六
号

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
1
轟
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
里
二
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
]
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
b
S
て
､
.
#
方
自
漁
法
諒
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
譜
決
を
求
め
を
｡

昭
和
五
十
三
年
六
月
二
十
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

　

戚

欝
祁
五
特
尊
卑
六
月
廿
壱
B
席
事
可
決

三
朝
町
哉
金
銭
長
狭
甲
嶺



三
朝
町
条
例
弗

早

三
誓
義
邦
滑
国
民
健
康
保
険
条
例
の
l
群
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
.
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
三
号
)
　
の
一
群
を
次
の
よ
う
に
.
改
正

す

る
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･

　

･
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.
･
.
I

井
五
条
を
翻
身
･
弟
五
条
の
二
を
集
五
条
と
:
A
.
.
雇
集
結
次
-
助
l
項
を
加
え
る
｡

/

J
　
前
額
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
助
産
費
の
支
給
は
'
同
一
の
出
産
に
つ
き
'
健
康
保
険
鼓
へ
大
正
十
】

年
法
律
集
七
十
号
)
'
船
長
保
換
鼓
蒜
和
十
四
年
乾
板
第
七
十
三
号
｢
.
I
.
由
家
公
務
且
共
済
叔
合
法
(

暗
和
三
十
三
年
韓
帝
乱
撃
一
十
<
号
･
壷
の
法
熊
取
卦
S
て
車
用
し
,
支
払
軒
紅
玉
を
卓
食
も
含
む
｡
丁
)

～

公
共
企
業
体
職
長
等
共
済
蔽
合
法
　
(
昭
和
三
十
)
年
法
手
業
雪
二
十
揖
号
)
　
叉
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
首
五
十
二
.
号
)
　
の
規
定
に
よ
っ
て
'
こ
れ
に
相
当
す
る
糸
竹
を
う
け
る
こ

と
森
で
奉
る
場
合
に
比
布
わ
な
S
｡

第
<
集
第
二
号
を
軸
を
'
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
L
t
　
同
条
第
碑
号
か
ら
第
<
号
ま
で
を
一
号
ず

ら
棟
上
げ
る
｡
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則

こ
の
条
例
は
'
公
席
の
日
か
ら
並
行
す
る
｡

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
傑
換
条
由
(
学
｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
第
五
条
第
二
萌
の

親
定
は
'
こ
の
条
例
の
施
行
富
か
ら
大
月
を
軽
過
し
た
息
降
富
華
か
ら
適
用
し
,
.
新
条
例
集
八
乗

の
規
定
は
､
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
萄
用
す
る
｡
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